


委員 臨席者

所　    属 職　名 氏　 名 備考 所　    属 職　名 氏　 名 備考

委員 半田　亮司 調整課長 和田　憲明

〃 梅﨑　義己 調整課 亀園　莉菜

〃 今村　克博 　福岡有明海
　漁業協同組合連合会 指導部長 植田　　新

〃 平野　年吉 指導部次長 有馬　隆文

〃 松藤　文豪 指導課 糸山　亮平

〃 森田　幸寛 漁業調整係長 上田　　拓

〃 西久保　敏 主　　事 福澤　　泉

〃 古賀　善治 事務局長 秋元　　聡

〃 井口　繁臣 主任主事 山田菜美子

〃 中島　　龍 技術主査 吉田　幹英

〃 川下　　始 　佐賀県農林水産部水産課 漁業調整担当係長 寺田　雅彦

〃 古賀　秀昭 事務局長 中牟田弘典

主査 増田　健斗

　福岡県有明海区
　漁業調整委員会事務局

第３７４回福岡佐賀有明海連合海区漁業調整委員会出席者名簿
令和３年７月８日（木） １５：００～　　　

　福岡佐賀有明海連合海区
　漁業調整委員会

　水産庁
　九州漁業調整事務所

　佐賀県有明海
　漁業協同組合

　福岡県農林水産部
　水産局漁業管理課

　佐賀県有明海区
　漁業調整委員会事務局
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平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

許可隻数 ４隻(２統) ４隻(２統) 　０隻(０統) 　０隻(０統) 　０隻(０統) ０隻(０統) ０隻(０統) ４隻(２統) 　隻(　統)

許可期間 9.20～ 11.30　 9.20～ 11.30　 9.20～ 11.30　 9.20～ 11.30　 9.20～ 11.30　 9.20～ 11.30　 9.20～ 11.30　 9.20～ 11.30 　 9.20～ 11.30 　

　福岡県地先有明海海域（農林水産大臣管轄漁場を含む）

　（１）区画漁業権の免許に基づくのり養殖漁場とその周囲２００メートル以内の海域において操業してはならない。

　（２）僚船は○○丸（ＦＯ○－○○○○○）以外の船を使用してはならない。

　（３）農林水産大臣管轄漁場においては、竹羽瀬から２００メートル以内の区域では操業してはならない。

　（４）使用する漁具にワイヤーロープを用いてはならない。

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

許可隻数 １０隻(５統) １０隻(５統) １０隻(５統) １０隻(５統) １０隻(５統) １０隻(５統) １０隻(５統) ８隻(４統) 　隻(　統)

農区9.20～11.30農区9.20～11.30農区9.20～11.30農区9.20～11.30農区9.20～11.30農区9.20～11.30農区9.20～11.30農区9.20～11.30 農区9.20～11.30

有区9.15～11.25有区9.15～11.25有区9.15～11.25有区9.15～11.25有区9.15～11.25有区9.15～11.25有区9.15～11.25有区9.15～11.25 有区9.15～11.25

　　　　　機船船びき網（えび２そうびき網）漁業許可状況一覧表

許可期間

福

岡

県

佐

賀

県

　１　次に掲げる区域で操業してはならない。
　　（１）区画漁業権に基づくのり漁場の周囲１００メートル以内の区域。ただし、農林水産大臣管轄漁場においては、区画漁業権に基づくのり漁場の
        周囲２００メートル以内の区域。
　　（２）竹羽瀬から１００メートル以内の区域。ただし、農林水産大臣管轄漁場においては、竹羽瀬から２００メートル以内の区域。
　２　指定された船以外を僚船に使用してはならない。
　３　操業の際は、県が定める標旗を船舷上１．５メートル以上の高さに掲げなければならない。
　４　使用する漁具にワイヤーロープを用いてはならない。

　佐賀県有明海（農林水産大臣管轄漁場を含む。）操業区域

操業区域

条　　件

条　　件

共 通 資 料②
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